
  

 

 

教職員の職場復帰等についての 

手続きマニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 目  次 】 

 

     まえがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１      

 

     第１章 職場復帰訓練                           

       １ 概  要・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４   

       ２ 実施までの手続き・・・・・・・・・・・・Ｐ６     

       ３ 実施にあたって・・・・・・・・・・・・・Ｐ７     

       ４ 訓練の変更・中止・・・・・・・・・・・・Ｐ９  

       ５ 訓練の終了にあたって・・・・・・・・・・Ｐ１０  

       ６ 訓練の延長・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０  

                                                               

     第２章 復 職                                  

       １ 復職の手続き・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２    

       ２ 復職後の留意点・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４     

       ３ 復職後の状況報告・・・・・・・・・・・・Ｐ１４    

                                                               

     第３章 病気休暇・休職中の報告・・・・・・・・・Ｐ１５ 

 

     第４章 教職員精神保健審査会・・・・・・・・・・Ｐ１６ 

     

     様式ア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７ 

                                                                 

     資 料 

      教職員精神保健審査会運営要綱 

      精神疾患を有する教職員の職場復帰訓練及び復職に関する取扱要綱及び 
様式一覧 
職場復帰訓練モデルプラン 
国際疾病分類 

 

群馬県教育委員会 

令和７年４月 

  



 - 1 - 

 

 

■■ ま え が き ■■ 

 

 教職員の場合、心の病で病休・休職した場合であっても、職場復帰と同
時に子どもたちに接することから心理的なプレッシャーも大きく、職場
復帰しても再度休んでしまったり、再発したりするケースも多くなって
います。これは、本人にとってもマイナスとなるだけでなく、学校運営に
とっても支障が生じる結果となっています。 

 

 このため、心の病で 30日を超えて病休・休職した教職員が職場復帰す
る際には、身体の病気の際のようにすぐに本来の勤務時間・内容で職場復
帰するのではなく、最初は短時間の軽作業などからスタートし、徐々に本
来の勤務時間・内容にレベルアップしていく「職場復帰訓練」を行うこと
としています。この訓練により、職場環境・職務への適応性を取り戻し、
教職員としての自信をもって、円滑に職場復帰でき、再発防止にもなるも
のと考えています。 

 

 なお、この手引きは、職場復帰訓練、職場復帰などの手続きを中心に、
教職員本人や校長などの上司、同僚職員が理解しやすいよう、関連する要
綱（下欄参照）の規定を見やすく配置するとともに、訓練のモデル例など
の実際的な内容も盛り込んで、作成しました。 

 

 

 

 

 

【関連する要綱】  

  「教職員精神保健審査会運営要綱」（Ｐ１８参照） 

  「精神疾患を有する教職員の職場復帰訓練及び復職に関する取扱要綱」（Ｐ１９参照）  

 

【このマニュアルの２ページ以降で使用する用語の定義】 

用語 定義 

病休者等 精神疾患により病気休職を命ぜられ又は病気休暇を取得している教職員 

訓練 職場復帰訓練 

精神疾患 
国際疾病分類第１０版の第５章に収録されている精神及び行動の障害に該当す

る疾患（Ｐ５０参照） 

教職員 
群馬県教育委員会の任命に係る教職員。ただし、教育委員会事務局及び学校を除

く教育機関に勤務する教職員は含まない。 

審査会 教職員精神保健審査会 

復職 病気休職を命ぜられた教職員の復職及び病気休暇を取得している教職員の復帰 

校長 病休者等の所属長 

市町村教育

委員会 
病休者等の所属する市町村立学校を所管する市町村教育委員会 

教育事務所 （上記の）市町村教育委員会を所管する教育事務所 

 ＊この手引きで、「様式第○号」、「別表第○」とは、「精神疾患を有する職員の職場復帰訓  

練及び復職に関する取扱要綱」の別記様式、別表を示しています。 
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【報告及び申請に係る提出書類一覧】 

 

 

 

         

 

本人の提出書類 所属長の提出書類 教育委員会の提出書類 

 

様式名及び様式番号  

＊１ 

 

様式名及び様式番号 

＊１ 

 

様式名及び様式番号 

＊１ 

新規報告 ・診断書 ２ ・療養状況報告書 ア 
 

 

 

 

定期報告 ・診断書 ２ ・療養状況報告書 ア 
 

 

 

 

 

職場復帰

訓練申請 

 

 

 

 

 

・職場復帰訓練実施申請書 

・診断書 

・普通傷害保険加入同意書 

 

 

 

 

１ 

２ 

３ 

 

 

 

 

・職場復帰訓練に関する

意見書 

・職場復帰訓練申請資料 

・職場復帰訓練実施計画

書 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

 

・左記意見書に記

入 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

職場復帰

訓練の変

更・中止 

＊３ 

 

 

 

 

・職場復帰訓練変更(中止)

届 

・診断書 

・職場復帰訓練日誌 

・職場復帰訓練自己評価表 

 

 

 

８ 

 

２ 

９ 

10 

 

 

 

所属長の判断で変更

(中止)した場合 

・職場復帰訓練変更(中

止)に関する意見書 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場復帰

訓練延長

申請 

 

 

・職場復帰訓練延長申請書 

・診断書 

・職場復帰訓練日誌 

・職場復帰訓練自己評価表 

 

12 

２ 

９ 

10 

 

・職場復帰訓練延長に関

る意見書 

・職場復帰訓練実施計画

書 

 

13 

 

６ 

 

 

・左記意見書に記

入 

 

 

 

13 

 

 

 

 

復職の申

請等 

 

 

 

・次頁＜別表＞の書類 

・診断書 

・職場復帰訓練日誌 

・職場復帰訓練自己評価表 

 

 

２ 

９ 

10 

 

・次頁＜別表＞の書類 

・復職に関する意見書 

・復職申請資料 

 

 

 

16 

17 

 

 

・左記意見書に記

入 

 

 

 

 

16 

 

 

復職後の

報告 

 

 

 

 

 

 

 

・復職後状況報告書 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生

時の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職場復帰訓練中の事 

故発生報告書 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊１ 様式名及び様式番号 

    数字は取扱要綱の様式番号、カタカナは本文内の様式です。 

  ＊２ 報告及び申請書類の提出先 

   ①県立学校の場合   所属長→県教育長 

   ②市町村立学校の場合  所属長→市町村教育委員会→(所管する教育事務所)→県教育長 

  ＊３ 訓練中止時の注意事項 

    保険加入期間の変更手続きのため、学校長は訓練中止を確認後、速やかに電話等により

連絡してください。 
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＜別 表＞ 

  ① 県立学校の場合 

 

 

 

本人の提出書類 

 

学校長の提出書類 

30 日を超え 90 日以内 

の病気休暇 

 

 

 

休暇簿(写) 

90 日を超える病気休 

暇 

執務承認願（群馬県立学校処 

務規程・別記様式第 20 号） 

執務承認内申書（群馬県立学校処務 

規程・別記様式第 21 号） 

病気休職 

 

復職願（群馬県立学校処務規 

程・別記様式第 22 号） 

 

 

復職内申書（群馬県立学校処務規程 

・別記様式第 23 号） 

 

  ② 市町村立学校の場合 

 

 

 

本人の提出書類 

 

市町村教育委員会からの提出 

 

30 日を超え 180 日以 

内の病気休暇 

 

 

承認申請書類(市町村教育委 

員会が使用する書式) 

 

 

左記書類については、原本証明によ 

る複写での提出を可とする。 

 

 

病気休職 

 

 

 

 

復職願(様式第 15 号) 

 

 

 

 

左記書類については、本書は復職申 

請に添付し、審査会資料として複写 

を提出する。 

 

 

【審査会日程及び復帰訓練・復職申請の時期について】 

 審査会の開催日と職場復帰訓練申請及び復職申請の時期について、モデルケースを前年度末に

通知します。本人及び主治医と復職時期について検討する際に参考としてください。 
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 第１章 職場復帰訓練 

 

 

 

 

１ 概  要 

 

 職場環境や職務に慣れることを目的に、病気休暇や病気休職の期間中に実際の職場である学校

で、「職場復帰訓練」を実施しています。 

 その概要は、次のとおりとなっています。 

 

（１）対象者 

訓練の対象者は、次のア及びイに該当する教職員です。 

ア 精神疾患により病気休職を命ぜられ又は病気休暇を取得しており、その期間が３０日を

超える教職員 

イ 精神疾患により病気休職を命ぜられ又は病気休暇を取得しており、その期間が３０日以

下の職員のうち、次のいずれかに該当する教職員 

 ・主治医が必要と認める者 

 ・訓練の実施を希望する者 

 ・審査会で必要と認める者 

なお、「精神疾患」とは、国際疾病分類第１０版の第５章に収録されている精神及び行動の障

害に該当する疾患（Ｐ５０参照）を指しますので、その中に含まれない疾患は、対象外です。（例

：自律神経失調症は対象外） 

                                                                    

（２）目的 

訓練の目的は、次の３点があります。 

・病休者等が職場への適応性等を回復することで復職に対する不安を軽減し、再発を防止す

ること。 

・校長が病状の回復状況を把握し、復職に向け所属の体制整備を図ること。 

・病休者等が復職をしようとする場合、審査会における審査の資料とすること。 

 

（３）期間及び内容 

＜訓練の期間＞ 

 原則として８週間とし、１６週間を限度とします。ただし、以下に該当し、かつ、審査会で

適当と認められた場合は、２週間の短縮を行うことができます。 

   ・医療機関等で訓練を実施した場合 

 ・授業を担当しない場合 

 ・訓練開始の時点で、病気休暇期間が８週間を超えていない場合 

なお、短縮する場合は、後述の第２段階、第３段階で、各１週間ずつ短縮するものとします。 

 

＜訓練の内容＞ 

 ・病休者等の状況に応じ決定します。 

 ・訓練は、原則として、次の表に示すとおり、３つの段階に区分し、徐々に内容・時間を拡

充していくものとします。なお、第３段階では、正規の勤務時間及び勤務内容に準じた時

間及び内容で訓練を実施するものとします。 
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＜職場復帰訓練の段階及び考え方等＞（注：別表第１を転記したもの） 

 

段階 

 

 

考え方 

 

 

１日の 

実施時間 

 

期間 

 

 

内容 

 

 

第１段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①学校の雰囲気に慣 

れ児童、生徒との交流

を行う。 

②学校行事・指導計 

画・学級の学習状 

況の確認を行う。 

 

 

 

 

４時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１週間  

 

 

 

 

 

 

 

 

・訓練期間中の学校行事等の確認 

・管理職・教職員と会話 

・指導計画の確認、現在の進行 状況、

担当学年学級の学習状況の把握    

・授業参観（担当教科・担当学年・担

当学級等） 

・児童、生徒との交流 等       

 

第２段階 

 

 

 

 

 

 

 

授業参観や教材研究

等を行った上で、授

業を実施できる。  

 

 

 

 

 

６時間 

 

 

 

 

 

 

 

２週間 

 

 

 

 

 

 

 

・児童、生徒との交流 

 （給食指導・委員会活動等） 

・教職員との打ち合わせ 

 （担当教科指導者・学級担任 等）  

・ＴＴによる教科指導（主に T2)・補

助教材作成   等     

 

第３段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

①指導計画をもとに 

授業を実施する。 

②正規の勤務時間に 

合わせて生活リズ 

ムを作れる。 

 

 

 

 

正規の勤務

時間 

 

 

 

 

 

 

 

５週間 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＴＴによる教科指導（主に T1)・管

理職の指導のもと授業を実 施 

・職員会議・教科や学年単位の 会議

に参加              

・校務分掌等に基づく通常の事 務作

業 等 

 

 

・訓練実施計画のモデルプランとして、次の３ケースを示しますので、参考にしてくだ 

さい。 

 

職種区分 参照ページ 

一般教諭用（小・中学校、高校・中等教育学校）     ４７     

特別支援学校教諭用     ４８     

事務職員用     ４９   

 

＜計画作成時の注意＞ 

・夏期休業中は、通常業務での訓練が行えないため職場復帰訓練は実施しません。 

・冬期休業中等の訓練については、各段階の勤務時間に合わせて出勤し訓練を継続します。

授業に係る訓練が必要な教職員は、訓練期間として計上できません。 

・訓練中の生活リズムを変えないことが好ましいので、訓練終了日から復職日まで継続し

た出勤となるように計画します。 

・第３段階を１週間以上実施した状況を確認してから復職の手続きが行えるように計画し

ます。 

・各段階とも訓練の開始時間は、正規の勤務開始時間とします。 

・勤務日外及び時間外の訓練は、原則として実施しないでください。 



 - 6 - 

（４）実施場所 

訓練の実施場所は、原則として病休者等の勤務校とします。 

 

（５）保険への加入  

訓練は公務ではありませんので、訓練中の事故については、当該教職員は地方公務員災害補償

法による補償を受けることができません。そのため、安心して訓練できるよう、県教育委員会

が、公費で次のとおり保険に加入します。 

＜普通傷害保険＞ 

 訓練中の当該教職員を被保険者とする普通傷害保険です。なお、職場復帰訓練申請の際、当

該教職員から保険加入の同意書の提出が必要です。 

＜賠償責任保険＞ 

 訓練中に当該教職員が第三者の身体及び財産に損害を与えた場合の賠償責任保険です。  

 

 

２ 実施までの手続き 

 

 職場復帰訓練の実施にあたっては、次の手順での手続きが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本人からの申請 

 訓練の対象者は、次の書類を校長に提出します。 

  ・「職場復帰訓練実施申請書」（様式第１号） 

  ・「診断書」（様式第２号） 

    ・「普通傷害保険加入同意書」（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②校長との面接 

 校長は、①の申請が提出された場合、訓練の実施が適当か判断するため、当該教職員と

面接を行います。 

 面接では、「職場復帰訓練申請時確認事項及び基準」（別表第２）に規定 する事項につ

いて確認をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③面接後の対応 

 校長は、面接の結果、「職場復帰訓練申請時確認事項及び基準」に定める基準に達して

いるか否かで、次のどちらかの対応をとります。 

 

 ＜基準に達している場合＞  

  実施に向け、④の手続きを行います。 

 ＜基準に達していない場合＞ 

  当該教職員にその理由を示した上で当該申請を受理しないことができます。なお、受

理しない場合には、校長は主治医に相談し、適切な対応をとらなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④県教育長への提出 

 校長は、当該教職員と相談し、また、必要に応じ主治医及び家族からも意見を聞き訓練

実施計画を定めた上で、①の書類に、下のアに示す書類を添付し、イのとおり県教育長へ

提出します。 

 ＜ア 添付書類＞ 
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  ・「職場復帰訓練に関する意見書」（様式第４号） 

  ・「職場復帰訓練申請資料」（様式第５号） 

  ・「職場復帰訓練実施計画書」（様式第６号） 

 ＜イ 提出期限等＞   

  ［県立高校の場合］ 

   審査会の開催日の２週間前までに、県教育長あて、提出 

  ［市町村立学校の場合］ 

   ・審査会の開催日の３週間前までに、市町村教育委員会あて提出  

         ↓ 

      ・市町村教育委員会は、内容を審査の上、訓練の実施が適当であると認められる場

合は、「職場復帰訓練に関する意見書」に意見を記載した上で、提出を受けた書類を添付

して、教育事務所を経由し、審査会の開催日の２週間前までに県教育長あて提出 

 

 

 

⑤審査会での審査 

  県教育長は、④の申請を受理した場合は、訓練実施の適否について、審査会に諮問しま

す。 

       ↓ 

 審査会は、「教職員精神保健審査会運営要綱」に基づき、訓練の適否について審査の上、

県教育長に答申します。 

 なお、審査に際し、審査会が必要と認めるときは、 

・本人を対象に面談・検査等を実施する場合があります。 

・校長等又は人事担当部局職員（県立学校の教職員に係るものにあっては県教育委員会

の職員、市町村立学校の教職員に係るものにあっては市町村教育委員会の職員）は、

審査会への出席を求める場合があります。 

   ↓ 

 県教育長は、審査会からの答申を踏まえ実施の可否を決定し、当該教職員あて通知しま

す。なお、申請が市町村立学校からのものにあっては、市町村教育委員会及び教育事務所

を経由して通知をします。 

 

 

 

３ 実施にあたって 

 

 訓練実施が適当とされた場合、訓練をスタートすることになります。訓練での留意点は、次のと

おりです。 

 

（１）関係者それぞれの留意点 

＜職員本人＞  

 ・訓練の目的（Ｐ４参照）を十分理解し、その目的が達成できるよう訓練を行うこと。  

  なお、この訓練は、本人が教職員としての自信を持って復職するためのステップです。訓

練にあたっては、職場への適応性等を回復することで復職に対する不安を軽減し、再発を

防止する、という目的を本人は十分自覚して主体的に取り組む必要があります。 

＜校長＞ 

 ・訓練の目的を当該教職員に理解させること 

 ・事故を未然に防ぎ、また、訓練が効果的なものとなるよう、訓練の内容及び日程について

当該教職員と十分に打合せを行うこと 

 ・当該教職員、主治医及び当該教職員の家族と十分に連携を図ること 

＜校長及び他の教職員＞ 

 ・訓練が円滑に実施できるよう協力し、良好な職場環境づくりに努めること 
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（２）「職場復帰訓練日誌」の作成 

訓練中、当該教職員は、訓練日ごとに「職場復帰訓練日誌」（様式第９号）を作成し、週ごと

に校長へ提出し、確認を受けるものとします。なお、この日誌は、後日、復職申請の際の添付書

類となりますので、大切に保管してください。 

また、記載の際の注意事項は、次のとおりです。 

＜本人の注意事項＞ 

   ・自由に記載し、すべてのスペースを埋める必要はないこと 

 ・復職へ向けてステップアップができているか確認すること 

   ＜校長の注意事項＞ 

   ・計画どおり訓練が進んでいるかどうか確認すること 

 

（３）事故発生時の手続き 

訓練中、事故が発生した場合は、次の手順での報告が必要です。 

 

 

 

 

 

 

①本人の対応 

 ・受診の際は、共済組合員証を使用し、念のため領収書を保存します。 

 ・訓練の継続が困難な場合は、中止の手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②県教育長への報告 

校長は、本人の状況を確認し「職場復帰訓練中の事故発生報告書」（様式第１４号）を 

次のとおり提出します。 

［県立学校の場合］ 

県教育長あて提出 

「市町村立学校の場合］ 

市町村教育委員会から教育事務所を経由して、県教育長あて提出 

＜注意事項＞ 

・保険金の請求時に、事故の原因・損害状況に関する写真や書類の提出が必要になることが

あります。 

・保険代理店に対し早急に連絡する必要がありますので、下記まで、事前に電話による報告

をしてください。 

 

連絡先：群馬県教育委員会事務局福利課健康推進係 

０２７－２２６－４５６５（直通） 

 

 

 

③本人による傷害保険請求の手続き等 

・本人の自宅に保険会社から書類が送付されますので、請求の手続きを行います。 

・保険会社からの入金を確認後、支払いのあったことが分かる書類(写)を下記まで送付し

ます。 

 

送付先：〒371-8570 

群馬県前橋市大手町１－１－１ 

群馬県教育委員会事務局福利課健康推進係 あて 
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４ 訓練の変更・中止 

 

 訓練実施中に、支障が生じた時やそのおそれがある時の訓練の変更・中止については、次のとお

りです。 

 

（１）訓練計画の変更・中止を行う場合 

 訓練計画の変更又は中止は、本人から校長へ申出があった場合のほか、本人からの申出がな

くても校長が必要と判断した場合、行うことができます。 

 ＜本人からの申出＞ 

・訓練者は、訓練計画の変更又は中止を希望するときは、遠慮なく校長にその旨を伝えて

ください。 

   ↓ 

・校長は訓練者と面接を行い、次のとおり判断するときは、訓練の変更又は中止をするこ

とができます。 

 ＜校長の判断＞ 

校長は、訓練中、次のいずれかに該当するときは、訓練の変更又は中止をすることができ

ます。 

  ・当該教職員の観察状態から中止が適当と思われる場合 

（例）・訓練開始から 6 週を経過しても第３段階（T1 の実施）に到達していない場合 

・訓練中に 1 週間以上の連続した欠勤がある場合 

・主治医から変更又は中止の指示があった場合 

 

（２）変更・中止の際の手続き 

  訓練計画の変更又は中止をした場合は、次の手順での手続きが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本人から校長への提出 

 当該教職員は、訓練を変更又は中止した場合は、次の書類を校長に提出します。 

・「職場復帰訓練変更（中止）届」（様式第８号） 

  ・「診断書」（様式第２号） 

  ・「職場復帰訓練日誌」（様式第９号）  

   ・「職場復帰訓練自己評価表」（様式第１０号） 

 

 

 

②県教育長への提出 

 校長は、①の届が提出された場合、次のとおり提出します。 

 なお、①の届が提出されない場合は、職場復帰訓練変更（中止）に関する意見書（様式第

１１号）を提出します。 

  ［県立学校の場合］ 

   県教育長あて提出 

  ［市町村立学校の場合］ 

   市町村教育委員会及び教育事務所を経由して、県教育長あて提出 

 

  ＜訓練計画を変更する場合の留意点＞ 

   ・軽微な訓練計画の変更の場合には、手続きは不要です。 

・軽微な変更とは、訓練期間の範囲内で、訓練内容を若干変更する場合などが該当します。 

・手続きが必要か判断に迷う場合には、県教育委員会福利課へ照会してください。 

 



 - 10 - 

＜訓練中止の場合の留意点＞ 

・普通傷害保険の加入期間を変更しますので、中止を決定した時点で、下記まで電話による

連絡をしてください。 

 

     連絡先：群馬県教育委員会事務局福利課健康推進係 

        ０２７－２２６－４５６５（直通） 

 

 

５ 訓練の終了にあたって  

 

 校長は、訓練終了時において、当該教職員と面接を行い、「職場復帰訓練終了時確認事項及び基

準」（別表第３）により、復職が適当かどうか確認をします。 

 面接の結果、「職場復帰訓練終了時確認事項及び基準」に定める基準に達しているか否かで、次

のとおりの対応をとります。 

 

＜復職が適当と認められた場合＞  

 復職の手続きをとります。 → 第２章を参照 

＜復職が適当と認められない場合＞  

 校長は、訓練期間の延長又は療養への専念等を助言するなど適切な処置をとります。 

訓練期間の延長については、次の「６ 訓練の延長」を参照。  

 

 

６ 訓練の延長  

 

 訓練終了時の面接において訓練期間の延長が適当と判断された場合、当該教職員は訓練期間の

延長を申請することができます。その手続きは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本人からの申請 

 訓練期間の延長を希望する職員は、次の書類を校長に提出します。 

  ・「職場復帰訓練延長申請書」（様式第１２号） 

  ・「診断書」（様式第２号） 

    ・「職場復帰訓練日誌」（様式第９号） 

    ・「職場復帰訓練自己評価表」（様式第１０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②県教育長への提出 

 校長は、当該教職員と相談し、また、必要に応じ主治医及び家族からも意見を聞き訓練

実施計画を定めた上で、①の書類に、下のアに示す書類を添付し、イのとおり県教育長へ

提出します。 

 

 ＜ア 添付書類＞ 

  ・「職場復帰訓練延長に関する意見書」（様式第１３号） 

  ・「職場復帰訓練実施計画書」（様式第６号） 

 

 ＜イ 提出期限等＞   

  ［県立学校の場合］ 

   審査会の開催日の２週間前までに、県教育長あて提出 

  ［市町村立学校の場合］ 

   ・審査会の開催日の３週間前までに、市町村教育委員会あて提出  

         ↓ 

      ・市町村教育委員会は、内容を審査の上、訓練期間の延長が適当であると認められ

 



 - 11 - 

 

 

 

 

る場合は、「職場復帰訓練延長に関する意見書」に意見を記載した上で、提出を受けた書

類を添付して、教育事務所を経由し、審査会の開催日の２週間前までに県教育長あて提出 

 

 

 

③審査会での審査 

  県教育長は、②の申請を受理した場合は、訓練期間延長の適否について、審査会に諮問

します。 

       ↓ 

 審査会は、「教職員精神保健審査会運営要綱」に基づき、訓練期間延長の適否について

審査のうえ、県教育長に答申します。 

なお、審査に際し、審査会が必要と認めるときは、 

・本人を対象に面談・検査等を実施する場合があります。 

・校長等又は人事担当部局職員（県立学校の教職員に係るものにあっては県教育委員

会の職員、市町村立学校の教職員に係るものにあっては市町村教育委員会の職員）

は、審査会への出席を求める場合があります。 

    ↓ 

 県教育長は、審査会からの答申を踏まえ訓練期間延長の可否を決定し、当該教職員に通

知します。なお、申請が市町村立学校からのものにあっては、教育事務所及び市町村教育

委員会を経由して通知します。 
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 第２章 復 職 

 

 

 

 

１ 復職の手続き 

 

 

         

 

 訓練終了時の面接において復職が適当と判断された場合、当該教職員は復職の申請をすること

ができます。その手続きは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本人からの提出 

 復職を希望する教職員は、次の書類を校長に提出します。  

 ＜県立学校の場合＞ 

  病休等の区分により、下表のとおり３パターンに分かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病休等の区分 提出書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０日を超え９０日以

内の病気休暇の場合 

（第１項） 

 

・「診断書」（様式第２号） 

・「職場復帰訓練日誌」（様式第９号） 

・「職場復帰訓練自己評価表」（様式第 10 号） 

 

９０日を超える病気休

暇の場合 

（第２項） 

 

・執務承認願（群馬県立学校処務規程様式第２０号） 

・診断書（様式第２号） 

・「職場復帰訓練日誌」（様式第９号） 

・「職場復帰訓練自己評価表」（様式第１０号） 

病気休職の場合 

（第３項） 

・復職願（群馬県立学校処務規程様式第２２号） 

・診断書（様式第２号） 

・「職場復帰訓練日誌」（様式第９号） 

・「職場復帰訓練自己評価表」（様式第１０号） 

 

    ＊病休等の区分欄の項は、「群馬県立学校処務規程第２８条の２」の項を示す。  

 

 ＜市町村立学校の場合＞ 

     病休等の区分により、下表のとおり２パターンに分かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病休等の区分 提出書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０日を超え１８０日

以内の病気休暇の場合 

・執務承認等を行う者が別途定める書類 

・「診断書」（様式第２号） 

・「職場復帰訓練日誌」（様式第９号） 

・「職場復帰訓練自己評価表」（様式第１０号） 

病気休職の場合 

・復職願（様式１５号） 

・「診断書」（様式第２号） 

・「職場復帰訓練日誌」（様式第９号） 

・「職場復帰訓練自己評価表」（様式第１０号） 
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②県教育長への提出 

 校長は、①の書類が提出された場合、下のアに示す書類を添付し、イのとおり県教育長

へ提出します。 

 

 ＜ア 添付書類＞ 

  ・「復職に関する意見書」（様式第１６号） 

  ・「復職申請資料」（様式第１７号） 

［県立学校の場合］ 

下に示す書類を併せて添付します。 

３０日を超え９０日以内の病気休暇の場合 

・「休暇簿（写）」 

３０日を超え１８０日以内の病気休暇の場合 

・執務承認内申書（群馬県立学校処務規程・別記様式第 21 号） 

病気休職の場合 

・復職内申書（群馬県立学校処務規程・別記様式第 23 号） 

 

 ＜イ 提出期限等＞   

  ［県立学校の場合］ 

   審査会の開催日の２週間前までに、県教育長あて提出 

  ［市町村立学校の場合］ 

   ・審査会の開催日の３週間前までに、市町村教育委員会あて提出 

         ↓ 

      ・市町村教育委員会は、内容を審査の上、復職が適当であると認められる場合は、

「復職に関する意見書」に意見を記載した上で、提出を受けた書類を添付して、

教育事務所を経由し、審査会の開催日の２週間前までに県教育長あて提出 

 

 

 

③審査会での審査 

  県教育長は、②の申請等を受理した場合は、復職の適否について、審査会に諮問します。 

       ↓ 

 審査会は、「教職員精神保健審査会運営要綱」に基づき、復職の適否について審査のう

え、県教育長に答申します。 

 また、審査に際し、次のとおりとなっています。 

  ・審査会が必要と認める場合は、本人を対象に面談・検査等を実施します。 

  ・校長等又は人事担当部局職員（県立学校の教職員に係るものにあっては県教育委員

会の職員、市町村立学校の教職員に係るものにあっては市町村教育委員会の職員）は、審

査会への出席が必要となります。 

    ↓ 

 県教育長は、審査会からの答申を受け当該教職員あて、「復職（復帰）に係る審査結果に

ついて」（様式第１８号）を送付します。なお、当該教職員からの申請等の提出先が県教育

長でない場合には、その提出先に対して行います。 また、県教育長又は執務承認等の権

限を有する者は、審査会からの答申を踏まえ復職の可否を決定します。 
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２ 復職後の留意点 

 

         

 

 

 復職後も再発することのないよう、本人は自分の体調等に十分留意し、また、管理職は当該職員

に対し十分配慮するほか、同僚職員から適切なサポートを得られるようにします。 

 

 

３ 復職後の状況報告 

 

       

 

 

 校長は、復職した当該教職員の状況について、県教育長あて、「復職後状況報告書」（様式第１

９号）の提出が必要です。提出時期、提出先等は次のとおりです。 

 

＜ア 提出時期＞ 

  ・病気休職後の場合：復職発令日から起算して、３か月を経過後速やかに提出 

  ・病気休暇後の場合：執務開始日から起算して、３か月を経過後速やかに提出                                  

 ＜イ 提出先等＞  

 ・県立学校の場合  ：県教育長あて提出 

 ・市町村立学校の場合：教育事務所及び市町村教育委員会を経由して、県教育長あて提出  
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 第３章 病気休暇・休職中の報告 

 

 

 

 

 

 

         

 

 精神疾患により病気休職を命ぜられ又は病気休暇を取得している教職員について、職場復帰訓

練の前の段階において、校長は、次のとおり、報告書の提出が必要です。 

 

 
提出時期 提出物 提出先等 

 

新規報告 

 

 

 

 

 

新たに、精神疾患によ

り病気休職を命ぜら

れ又は病気休暇を取

得した日から起算し

て 30 日を経過後速や

かに提出 

 

・診断書（様式第２号） 

・療養状況報告書（様式ア） 

 

 

 

 

 

・県立学校の場合 

 県教育長あて提出 

・市町村立学校の場合

市町村教育委員会及

び教育事務所を経由

して、県教育長あて

提出 

 

 

 

 

 

 

定期報告 

 

 

 

 

上記の新規報告又は

職場復帰訓練中止届

提出の後、１６週を経

過するごとに提出 

 

・診断書（様式第２号） 

・療養状況報告書（様式ア） 
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 第４章  教職員精神保健審査会 

 

 

 

 

１ 概  要 

 

 精神疾患により病気休職を命ぜられ又は病気休暇を取得している教職員に係る復職等について

の審査を、専門的な観点から行うため、群馬県学校保健審議会の中に「教職員精神保健審査会」が

設置されています。 

 これまで記載したとおり、県教育長から諮問された復職申請などは、審査会で審査され、県教育

長は審査会からの答申に基づき、その可否等を決定をしています。 

  

（１）申請等に係る審査事項 

審査会は、県教育長の諮問に応じ、病休者等から提出された次の申請等についてその適否を審

査し、答申します。 

・職場復帰訓練実施申請 

・職場復帰訓練延長申請 

・復職願及び執務承認願 

 

（２）報告に係る審査事項 

審査会は、県教育長から、病休者等に係る次の報告を受けた場合、その内容を審査し意見を述

べることができます。 

  ・職場復帰訓練実施計画の変更 

  ・職場復帰訓練の中止 

  ・復職又は復帰した後の状況報告 

  ・新たに病気休職又は病気休暇となった者についての報告 

  ・病気休職又は病気休暇開始の日から１６週ごとの定期報告 

 

 

２ 開催日程 

 

 原則として、年６回開催されます。 

 なお、開催日程は、別途、通知します。 
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様式ア 
 

療養状況報告書 

 

対象者職氏名 

 

 

             ﾌﾘｶﾞﾅ 
職           氏 名                    

 

病気休暇期間 

 

       年    月    日～      年     月     日（計  日） 

 

休職発令期間 

 

       年    月    日～      年     月     日（計  日） 

 
病名 

 

過去の病歴（関連する病気での病気休暇及び休職の期間並びにその病名） 
 

 

 

病休前の勤務状
況及び発病原因
と考えられる事
由・エピソード
等 

 

 

  

 

現在の本人の状
況 
＊前回報告後の
状況を記入 

 

連絡日：   月     日 
対応者（該当するものに○印）：本人・家族（       ）・他（     ） 
確認方法（該当するものに○印）：面談・電話・他（     ） 
 

 

 

家族構成及び病
気への理解協力
状況等 

 

 

家族構成（同居・別居記入) 

 

 

 

所属長意見 

 

 

 

 

添付資料 

 

 

主治医の診断書 

 

  
       年  月    日 
                        立         学校長                      印 
 
（注）添付資料の主治医の診断書は、「精神疾患を有する教職員の職場復帰訓練及び復職に関する  
取扱要綱」別記様式第２号を使用すること。なお、初回提出のみ、他の様式でもよい。 

 

 

 

 


